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嶺南広域行政組合 

議決機関 執行機関 

議 会（２１人） 

敦賀市８人、小浜市４人、 
美浜町２人、若狭町３人、 
おおい町２人、高浜町２人 

事 務 局 

条例設置 

事務局長（敦賀市併任） 
書  記（兼務２） 

 
【設置根拠】 
・事務局設置は 
任意（法１３８） 

・書記長、書記は 
必置（法１３８） 

管 理 者（１人） 

副管理者（６人） 

管理者以外の市町長 
管理者市町の副市町長 会計管理者（１人） 

管理者市町の 
会計管理者 

出 納 員（敦賀市併任） 
会計職員（敦賀市併任） 

 
【設置根拠】 
・事務局設置は 
任意（法１７１） 

・出納員、会計職員は 
必置（法１７１） 

事務局長   （１人） 
〃 次  長（１人） 
〃 次長補佐（１人） 
〃 主  事（１人） 
〃 事務職員（１人） 

 

事 務 局 

規約設置 

管理者の属する市町に設置 

書記（小浜市併任） 
 
【設置根拠】 
・事務局設置は 
任意（法２００） 

・書記は 
必置（法２００） 

監 査 委 員（２人） 

令和６年４月１日現在 


